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       お家で学ぶ！ 遊ぶ！ リフレッシュ ！
       横須賀市子育てサイト「すかりぶ」 
子どもが家で楽しめるコンテンツが満載です。

       子どもの学びを応援 ！
       臨時休業期間における学習支援コンテンツポータルサイト
文部科学省HPで更新。臨時休業期間に活用できる学習支援に関するリンクが沢山掲載されています。
学びだけでなく、運動や読書の仕方、マスクの作り方など様々なコンテンツが集約されています。
学生の学習支援の目的で25歳以下の契約者、利用者のデータ通信料を無料や割引するサービスを各社行っているようです。

       ビデオ通話はカンタン ！
       「LINEみんなの使い方ガイド」 
LINEアプリを使ったビデオ通話のやり方。複数人での打ち合わせにも役立ちます。
通話料は無料ですが、データ通信量はカウントされます。ご契約内容をご確認ください。

       家で一緒にやってみよう ！
       YouTube #StayHome 命を救うために家にいよう
筋トレ、お片づけ、お料理…こんな時だから家族みんなで楽しくできる情報が盛りだくさん。
#家で一緒にやってみよう も検索してみてください　

       テイクアウト・デリバリーはお店の支援にもなる ！  
       プロ・専門店の味をご家庭で
横須賀市内の美味しい飲食店がデリバリーやテイクアウトで自慢の料理を提供しています。
普段テイクアウトでは食べられない貴重なメニューが沢山。地域別に検索できるので便利です。
SNSでは ＃いいじゃんお持ち帰り も盛り上がっています

       今こそ映画やドラマを ！
       「Amazon Prime video」や「U-NEXT」など
映画やドラマ見放題。サイトの多くは最初の１ヶ月間無料です。

A 人との接触を避けること。
外出は必要最低限にして家で過ごすことが最も有効です。
家での時間を楽しく過ごすヒントは、右のページに。

B きちんと手洗い。きちんとマスク。
感染症対策の基本は3密（密閉空間・密集場所・密接場面）を避けること。
ならびに、手洗い、マスクの着用を含む咳エチケット、換気が重要です。

C 除菌液の無料配布をしています。
薬局やスーパーの棚から消毒液が消えました。そこで横須賀市では人体に安全で
ウイルスの除菌効果に期待できる除菌液「次亜塩素酸水」を生成する専用機器を購入し、
継続供給できる体制を整えました。市民を対象に無料配布します。

     市役所裏共用倉庫前／平日・土日 10時～16時  5月11日より平日のみに変更
　　市内9か所の行政センター／平日のみ 10時～16時  久里浜・追浜・西は5/7より、その他は5/18から配布開始

1人500mlまで。洗浄したペットボトル容器などをご持参ください（金属容器不可）。
現地では市の職員が間隔を空けて待って頂くように整理をしています。誤飲対策は各自でお願いします。
［次亜塩素酸水とは］ 食塩水を電気分解して作られる弱酸性の液体。
ノロウイルスやインフルエンザウイルスの不活化に高い効果を示します。

D 体調に不安を感じたら。
神奈川県LINE公式アカウント
「新型コロナ対策パーソナルサポート」
友達登録をすると一人ひとりの体調や生活環境に合わせて適切な情報を得られます。
おすすめの医師が登録されていて、スマホから相談することもできるので、
体調に違和感がある時などにご活用ください。

新型コロナウイルス

感染「しない」「させない」ために。
家での時間を有意義に。
少しでも楽しく過ごすために。

緊急事態宣言が発令されてからも、医療・介護・交通機関など、
市民生活の維持に必要な職場で奮闘してくださっている皆様に心から感謝を申し上げます。
市民の私たちにできることは、感染しないこと、させないこと。｠

大切なことは、人との接触せずに家で過ごすこと。みんな出かけたくなる気持ちもありますが、
家にいる事が日本の未来を一日も早く回復させる為の大事な行動です。さぁ皆で「Stay Home」。

QRコードの読み取り方
機種によってカメラをかざすだけで読み取る場合もあります。アプリでも入手できます。iPhoneでは「App Store」から、

Androidは「Google Play」から、ガラケーでも読み取れます。不明な場合は携帯電話会社へ

LINEみんなの
使い方ガイド

文部科学省
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個人・家族向け  新型コロナウイルス感染症に伴う助成金・給付金等まとめ

給
付

4月27日時点で
住民基本台帳に記載されたすべての人

児童手当を受給している世帯（特例給付を除く）

離職または収入減等で住居を失った・失うかも

感染（疑い含む）のため就労できない期間が
無給（減給）となった（国保加入）
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助成　

他

学校等休業助成金支援金受付センター
0120-60-3999 9:00-21:00 土日祝も含む

横須賀市地域安全課
046-822-8217 平日8:30-17:00

横須賀市こども青少年給付課
046-822-8251 平日8:30-17:00

横須賀市生活福祉課
046-822-8070 平日8:30-17:00

横須賀市健康保険課
046-822-8232 平日8:30-17:00

全国健康保険協会
045-270-8431

お勤め先

横須賀労働基準監督署
046-823-0858 平日8:30-17:15

横須賀市窓口サービス課
046-822-8235 平日8:30-17:00

横須賀市各窓口
平日8:30-17:00

横須賀市生活福祉課
046-822-8260 平日8:30-17:00

上記の他にも電気、ガス、水道、携帯電話、生命保険料、損害保険料などの請求に対する支払いが厳しい場合猶予がききます。支払先にご確認ください。

心がキツくなったら「横須賀こころの電話」へ  046-830-5407  16:00～21:00 土日祝も含む

特別定額給付金 一律10万円の現金を給付。所得制限は設けない。
５月中旬～下旬に通知発送予定

臨時特別給付金 児童手当を受給する世帯に、児童1人につき1万円。受給のための申請不要
対象者宛に５月中旬に案内を送付。受給拒否等が無ければ６月初旬に支給予定

住居確保給付金 3カ月間の家賃相当額（求職中なら最大9カ月間）を家主に給付

傷病手当金 国保加入の給与所得者で感染（疑い含む）のため就労できない期間が無給（減給）となった人　

3カ月の平均給与（日給）× 2/3 ×（就労予定だった日数-3）

傷病手当金（健康保険）

休業手当

小学校※休業等対応助成金

国民年金保険料の免除

未払賃金立替制度

新型コロナ感染などで働けない期間、標準報酬日額の3分の2を支給

会社の指示による休業の際など賃金の6割以上を支給（労働法）

倒産した事業者の未払い賃金の8割（上限あり）を
国が事業主に代わって立替える制度

小学校等※休校で労働者が有給休暇取得の場合8,330円を上限に、
賃金相当額を助成（年次有給休暇とは別途有給の取得が条件）

納付が困難なときは、申請して日本年金機構の審査で承認されると免除

市税、国民健康保険、介護保険、
後期高齢者医療保険、上下水道料金

収入が減少し市税や保険料、公共料金等を納期限までに納めることが困難
となった場合、支払いを猶予　※国民健康保険については減免制度もあり

緊急小口資金 20万円以内
据置期間：1年以内／償還期間2年以内

総合支援資金 単身世帯：月15万円以内／2人以上世帯：月20万円以内　
据置期間：1年以内／貸付期間：原則3カ月以内／償還期間：10年以内

生活保護 収入が最低生活費に満たない場合に生活費、家賃、医療費等を支給

新型コロナ感染などで仕事を休んでいる

勤め先から休業を指示された（パートを含む）

倒産により賃金が支払われないまま退職した

失業や廃業で収入が減った（国民年金）

休業で家計が維持できない

失業で家計が維持できない

収入が最低生活費に満たない人

収入が減少し、市税、保険料、公共料金の
納付が困難

日本学生支援機構
0570-666-301 平日9:00-20:00

授業料・入学金の免除または減額と給付型奨学金による支援制度。対象は大学・
短大・高等専門学校（4・5年）・専門学校。対象の有無は学校にご確認ください。

学費等支援が必要になった学生

臨時休校等の子どもの世話で
休業した保護者の勤め先

厚生労働省相談コールセンター
0120-46-1999
9:00-21:00 土日祝も含む
窓口：横須賀市社会福祉協議会

※「小学校等」とは（厚生労働省HPより抜粋） 
○小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校（幼稚園または小学校の課程に類する課程を置くものに限る）、特別支援学校（全ての部） 
○放課後児童クラブ、放課後等デイサービス 
○幼稚園、保育所、認定こども園、許可外保育施設、家庭的保育事業等、こどもの一時的な預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
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高等教育の就学支援制度
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県の要請や依頼に応じて、休業や夜間営業時間の
短縮に協力した中小企業、個人事業主

令和2年4月の売上が令和2年1月又は前年4月と
比較して、20％以上減少した中小企業・個人事業主

臨時休校等により仕事ができなかったフリーランス

臨時休校により有給休暇を取得させた企業

各窓口

神奈川県中小企業支援課
045-285-0536 平日9:00-21:00

横須賀市経済企画課
046-822-9523 平日8:30-17:00

厚生労働省学校等休業
助成金・支援金受付センター
0120-60-3999
9:00-21:00 土日祝も含む

厚生労働省テレワーク相談センター
0120-91-6479 平日9:00-17:00

神奈川県信用保証協会
045-681-7172
平日9:00-17:15

新型コロナウイルス感染症
拡大防止協力金

休業要請対象事業者：10万円～30万円　
夜間営業時短要請対象事業者：10万円　申請期間：６月１日まで

中小企業等家賃支援補助金 対象経費：3月及び4月の家賃相当額　補助率：1/2
上限：月20万円（2カ月で40万円） 申請期間：5月7日から7月31日まで

小学校※休業等対応支援金 就業できなかった日について日額：4,100円（定額）

休暇中に支払った賃金相当額×10/10　日額上限：8,330円小学校※休業等対応助成金

働き方改革推進支援助成金

小規模事業者持続化補助金

税・社会保険料の納付猶予

マル経融資

持続化補助金（特別枠）

支給対象の取り組みの実施　
達成：3/4（上限：150万円） 未達成：1/2（上限：100万円）

補助率：2/3 （上限50万円、共同事業は500万円）

補助率：2/3 （上限100万円）

基本的にすべての税・社会保険料を無担保かつ延滞税なしで１年間納付猶予。公共料金
関係の支払いについても猶予。既存の事業用家屋・償却資産への固定資産税も減免

最近1カ月の売上高が前年または前々年同期と比較して5％以上減少　
限度額：中小事業3億円、国民事業6,000万円　当初3年間基準金利▲0.9％

無利子・無担保融資
（新型コロナウイルス感染症特別貸付）

無利子・無担保融資
（商工中金による危機対応融資）

前年または前々年同期と比較して5％以上の売上減少で、
融資限度額：別枠1,000万円　当初3年間、金利を0.9％引き下げ

最近1カ月の売上高が前年または前々年同期と比較して5％以上減少　
融資限度額：3億円　当初3年間基準金利▲0.9％

セーフティネット保証 経営の安定に支障が生じている中小企業を一般保証（最大2.8億円）とは別枠の保証の
対象とする資金繰り支援　4号（全都道府県）100％保証　5号（指定業種）80％保証

危機関連保証 セーフティネット保証とさらに別枠で2.8億円を上限に保証
売上高が前年同月比▲15％以上減少する中小・小規模事業者

新たにテレワークを導入した中小事業主等

経営計画を作成し、計画に沿って行う
販路開拓の取組等を行う小規模事業者

コロナの影響でネット販売など
非対面型サービスに転換を図る小規模事業者

経済産業省 中小企業金融・給付金相談窓口
0570-783183 9:00-17:00 土日祝も含む持続化給付金 前年総売り上げ ー［前年同月比▲50％月の売上×12］

上限：中小200万円、個人100万円。
コロナで今年のどこか一つの月の売上が、
前年同月比で50％以上減少した事業者

税金や保険料の支払いが負担になっている

日本政策金融公庫
0120-154-505
平日9:00-17:00

サービスデザイン推進協議会
0570-666-424 平日9:30-17:30 IT導入補助金（特別枠） ITツール導入による業務効率化等を行う中小・小規模事業者　

補助額30～450万円、補助率2/3（PC・タブレットのレンタル費用も可）
在宅勤務導入のために利用する
業務効率化ツールを導入した事業者

横須賀市経済企画課
046-823-0858 平日8:30-17:15

経済変動対策資金
信用保証料補助金

売上が減少した中小企業・個人事業主に制度融資（経済変動対策資金）に
必要な信用保証料を全額補助

売上が減少した中小企業・個人事業主

厚生労働省コールセンター
0120-60-3999 9:00-21:00 土日祝も含む

商工組合中央金庫
0120-542-711 9:00-21:00 土日祝も含む

雇用調整助成金（特例措置） 助成率：中小 4/5、大企業 2/3（上乗せ要件あり）コロナの影響で従業員（パート、アルバイト含む）が
休業した事業主

給付

猶予　
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コロナの影響で売上が減少するなどし、
資金繰りが苦しい事業者

横須賀商工会議所
新型コロナウイルス感染症対策
経営相談窓口
046-823-0402
平日8:45-17:00

2020年5月1日時点事業者向け    新型コロナウイルス感染症に伴う助成金・給付金等まとめ



企業の負担軽減措置など税制面での対策
今回の緊急経済対策には、税制面での対策として、深刻な影響を受けている企業の負担を軽減する
措置や、住宅ローン減税など景気を下支えするために導入された措置の延長などが盛り込まれました。

法人税や消費税の納税猶予
収入が大幅に減少した企業やフリーランスを含む個人事業主に対し、令和2年2月1日から同3年
1月31日までに納期限が到来する法人税や消費税、所得税などの国税の納付や固定資産税など
の地方税の徴収を1年間猶予します。対象となるのは、今年2月以降の1か月以上にわたって、収入
が前年同時期に比べ20%以上減少するなどした場合です。
通常、納税や徴収を猶予する場合は原則として担保の提供が必要で、延滞税や延滞金も課されま
すが、今回は特例として、いずれも免除します。納税猶予が認められれば、年金や健康保険などの
社会保険料についても同様に支払いが猶予されます。
これらの納税や社会保険料の支払いの猶予で26兆円程度の負担軽減が見込まれるとしています。

固定資産税の減免
売り上げの減少が続く中小企業や個人事業主は、設備や建物にかかる固定資産税や都市計画
税を、来年度（令和3年度）に課税される1年分に限って減免します。今年2月から10月までのうち、
3か月間の売上高の減少額が前の年の同じ時期比べ30%以上50%未満の場合は半額、50%以
上減少している場合は全額を免除します。
この措置に伴う地方税の減収分は全額国費で補填します。

イベントの資金繰り支援
政府の自粛要請を踏まえてイベントを中止した結果、主催者に大きな損害が生じていることから、
文化や芸術、スポーツイベントなどのチケットについて購入者が払い戻しを求めなかった場合、その
金額を寄付とみなして税の負担を軽くする「寄付金控除」を適用します。チケットの払い戻しによる
支払いを抑えることで、手元に資金を残せるようにして、資金繰りを支援します。

中小企業のテレワーク促進
感染拡大を受けて広がる企業のテレワークを後押しします。
テレワークに必要な設備やテレビ会議用の機器などを導入した中小企業や個人事業主に対し、
所得額の最大10%を法人税額から差し引くなどの優遇措置を講じます。

「住宅ローン減税」入居期限延長
昨年10月の消費税率引き上げに合わせて実施している「住宅ローン減税」を受けら
れる期間を13年間に延長する特例措置について、年末までとなっている入居期限を
来年の年末まで1年間延長します。
感染拡大の影響で住宅の建設が遅れ、入居できる時期が遅くなった人が対象です。
詳しくは国土交通省HPをご覧ください。

現金給付額の拡大
4月30日の補正予算の成立を受けて、10万円の一律給付や、事業者への給付金の支給
など様々な手続きが順次始まっています。今後日々情報は更新されていきます。本紙に
記載している表を参考に全体像をつかんでいただき、常に最新情報をご確認ください。
個人的にはNHKの「新型コロナウイルス特設サイト」もオススメです。

横須賀市の対策
4月30日に横須賀市臨時議会が開催され総額450億円に及ぶ補正予算が可決され
ました。横須賀市独自の取り組みとしては、事業者に対する最大40万円までの家賃
補助に加え、融資を受ける際の信用保証料の補助、商店街への電気料金補助の引
き上げ等があります。
感染拡大防止策として、横須賀PCRセンターの設置や帰国者・感染者相談センター
の体制強化、福祉施設等への物品購入補助も進めています。
今後の経済対策として今年から整備が始まる横浜F・マリノスの練習拠点整備を中心
とする総額約52億円の工事を可能な限り市内業者限定で発注します。また基金を設
置し、寄付の呼びかけを始めました。
詳しくは次ページの横須賀市HPをご覧ください。

［２月からのダイジェスト］
２月 ： 帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来（3病院）を設置
       不特定多数の集まる市主催のイベントや集会を６月末まで中止・延期する方針決定
       新型コロナウイルス対策担当部の設置を指示
３月 ： こども食堂に給食食材を提供／福祉施設用にネパールからマスクを調達／公共施設の閉館
４月 ： 公園を閉鎖／対策担当部設置
       「出勤者を最低７割減らしてほしい」という政府からの要請を受け、感染拡大の収束と
       必要な医療を確保する為に４月１４日～５月６日までの間出勤する職員数は原則３分の１とし、
       在宅勤務をスタート（６月３０日まで延長を決定）しました。

政府と横須賀市の新型コロナウイルス対策

NHK「新型コロナ
ウイルス特設サイト」

国土交通省
「住宅ローン減税
について」

2020年5月1日時点



様々な申請を自分でしなければなりません。
感染防止の観点から、申請は基本的に郵送やオンラインで行われます。
日本全体で手続きの混乱が予想されます。
郵送で申請する場合、読み間違いを防ぐために、丁寧に字を書きましょう。
おすすめはオンライン申請です。
手間が少なく、間違えが少なく、ハガキや電話による詐欺の手口に惑わされることも無くなります。
自分の為にも皆の為にもオンラインの手続きにトライしてみましょう。
このスキルは収束後も必ず役に立ちます。
まずはマイナンバーカードの入手からやってみてください。

記載の内容は2020年5月1日時点のものです。情報は日々更新されますのでご注意ください。
各問合せ先にて詳細をご確認くださいますよう、お願いいたします。
電話での問い合わせが大変混み合っているようです。
ストレスのない様に、まずは経済産業省や横須賀市、その他各HPにてご確認ください。

2020年5月1日時点

経済産業省HPで支援策が日々更新されています

経産省  コロナ  で検索
新型コロナウイルス感染症関連
https://www.meti.go.jp/covid-19/

横須賀市HP

横須賀市  緊急対策  で検索
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う緊急対策について
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4402/urgent_economy/covid19.html

マイナンバーカード総合サイト

マイナンバー  で検索
つくってみよう！ マイナンバーカード
https://www.kojinbango-card.go.jp/
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